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令和３年第２回北海道議会定例会提案補正予算について

（単位 千円）

１ 今回提案する歳入歳出補正予算は、次のとおりである。

（緊 急 対 応 分） （一 般 分） （ 計 ）

一 般 会 計 75,095,584 54,618,570 129,714,154

特 定 財 源 68,152,727 53,278,570 121,431,297

一 般 財 源 6,942,857 1,340,000 8,282,857

特 別 会 計 0 398,790 398,790

合 計 75,095,584 55,017,360 130,112,944

（ 参 考 ）

（一 般 会 計） （特 別 会 計） （ 計 ）

前回までの計上額 3,274,937,147 1,027,182,980 4,302,120,127

今 回 計 上 額 129,714,154 398,790 130,112,944

合 計 3,404,651,301 1,027,581,770 4,432,233,071

２ 一般会計における財源は、次のとおりである。

（緊 急 対 応 分） （一 般 分） （ 計 ）

特 定 財 源

国 庫 支 出 金 67,848,293 53,129,570 120,977,863

繰 入 金 0 221,000 221,000

諸 収 入 304,434 0 304,434

道 債 0 △ 72,000 △ 72,000

一 般 財 源

繰 入 金 3,282,857 0 3,282,857

繰 越 金 3,660,000 1,340,000 5,000,000
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一 般 会 計 款 別 計 上 額

（緊 急 対 応 分） （単位 千円）

歳 入 歳 出

国 庫 支 出 金 ６７，８４８，２９３ 総 務 費 ３，１７２，９０５

繰 入 金 ３，２８２，８５７ 保 健 福 祉 費 ２，１３２，６３４

諸 収 入 ３０４，４３４ 経 済 費 ６９，７９０，０４５

繰 越 金 ３，６６０，０００

計 ７５，０９５，５８４ 計 ７５，０９５，５８４

(一 般 分) （単位 千円）

歳 入 歳 出

国 庫 支 出 金 ５３，１２９，５７０ 総 合 政 策 費 ４９４，２７５

繰 入 金 ２２１，０００ 環 境 生 活 費 ４２，６８６

道 債 △ ７２，０００ 保 健 福 祉 費 ２６，２８６，７８９

繰 越 金 １，３４０，０００ 経 済 費 ２６，５９９，４２１

農 政 費 １，２８５，９７６

警 察 費 △ １，４１８

教 育 費 △ ８９，１５９

計 ５４，６１８，５７０ 計 ５４，６１８，５７０

特 別 会 計 計 上 額

(一 般 分) （単位 千円）

会 計 名 金 額

電 気 事 業 会 計 １２０，６５０

工 業 用 水 道 事 業 会 計 ２７８，１４０

計 ３９８，７９０
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令和３年第２回北海道議会定例会提案補正予算の主なもの

１ 緊急対応分

○ 新型コロナウイルス対策分
（単位：千円）

事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

感染防止対策協力支援金支給事業 30,446,566 緊急事態措置区域に北海道が追加されたことに伴う

費 時短営業等の要請に応じた事業者に対して、支援金を

現計予算額 支給

22,875,568

区 分
追加計上分 対策延長分

計
（5/16～31） （6/1～20）

補 正 額 2,835,452 27,611,114 30,446,566

１ 追加計上分（5/16～5/31）

区 分 内 容

内 容 前回対策（5/16～5/31）分の協力支援金に係る追加の予算措置（不足見込分）

所 要 額 2,835,452

２ 対策延長分（6/1～6/20）

○ 飲食店等

区 分
特定措置区域 措置区域

（札幌市、石狩管内、小樽市、旭川市） （特定措置区域以外の市町村）

要 請 内 容
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等 ：休業 ・営業時間 ：５時～20時

・上記以外の飲食店等の営業時間 ：５時～20時 ・酒類の提供 ：11時～19時

対 象 施 設 飲食店、カラオケ店、料理店、食堂等 同左

想定店舗数 17,400店舗程度 18,360店舗程度

単 中小企業 一日あたり売上高に応じて 4～10万円
一日あたり売上高に応じて

価
2.5～7.5万円

大 企 業 売上高減少額/日×0.4（上限20万円） 同 左

所 要 額 28,561,594（協力支援金：27,964,400、事務費：597,194）

道計上額 13,614,052

○ 大規模施設等

区 分 特定措置区域 措置区域

要 請 内 容
大規模施設等（1,000㎡超）

平日 ： 営業時間20時まで 土日祝日 ： 休業

物品販売業を営む店舗（生活必需物資を除く）、

対 象 施 設 サービス業を営む店舗（生活必需サービスを除く）、

運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場 等

特措法第24条第9項に基づく営業時間短縮等の要請に

支 給 対 象 応じた1,000㎡超の施設 及び その施設の一部を貸借

している飲食業以外のテナント等

想定店舗数 14,700店舗程度

支
大 規 模 営業面積1,000㎡毎に20万円×時短割合

援
施 設 （短縮した時間/営業時間）

金 テナント等
営業面積 100㎡毎に 2万円×時短割合

（短縮した時間/営業時間）

所 要 額 13,997,062
（協力支援金：13,745,910、事務費：251,152）
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（単位：千円）

事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

感染防止対策実態調査等事業費 254,517 緊急事態措置の延長を踏まえ、飲食店等に対し、

実地による見回りを実施

現計予算額

265,913 区 分 内 容

対 象 全道の飲食店等

委 託 期 間 20日間（6/1～6/20）

①感染防止対策
・訪問による確認

・36,000店舗程度（飲食店等）

・目視による営業確認

②時 短 営 業 ・40,000店舗程度

（飲食店等、大規模な集客施設）

感染防止対策協力支援金支給事業 41,137,788 道の要請に応じた事業者に対する機動的な支援に

費（機動的対応分） 必要となる経費を予め計上

区 分 内 容 所要額

飲 食 店 等 30日分 20,267,772

大 規 模 施 設 等 30日分 20,870,016

感染防止対策実態調査等事業費 344,428 飲食店等に対する実地による見回りを機動的に実施

（機動的対応分） できるよう、必要となる経費を予め計上

区 分 内 容 所要額

実態調査 30日分 344,428
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（単位：千円）

事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

新型コロナウイルスワクチン接種 40,000 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を促進す

体制構築支援事業費 るため、市町村の事務効率化に向けたシステムを整備

（負担割合：国10/10）

【新規】

区 分 内 容

名称 ワクチン接種総合システム

システム 既存システム間のデータ連携・共有化

概 要 機能 予約接種台帳、予約システム、

接種円滑化システム、接種記録システム

所 要 額 40,000（システム開発委託経費）

新型コロナウイルスワクチン集団 1,493,689 ワクチン接種促進のため、道直営の集団接種会場を

接種促進事業費 設置・運営するとともに、市町村が設置する集団接種

【新規】 会場への医療従事者派遣に要する経費を補助

（１）道直営の集団接種会場

区 分 内 容 所要額

設置場所 札幌市内

設置期間 R3年6月19日～7月末（予定）
793,689

対 象 者
札幌市、江別市、恵庭市、千歳市に居住

する高齢者

人 員 医師、看護師、受入・誘導員

（２）市町村の集団接種支援

区 分 内 容 所要額

補助対象
時間外・休日に集団接種会場へ医療従事者

を派遣した医療機関

対象期間 R3年4月1日～7月31日 700,000

対象経費 医療従事者の報酬等

上 限 額 医師7,550円/時間、看護師等2,760円/時間

○ その他分 （単位：千円）

事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

既定経費の減額 △ 1,794,309 感染症の拡大等を踏まえた事業の見直しに伴う減

財政調整基金積立金 3,172,905 既計上予算の財源更正に伴う積立て（協力支援金の

【新規】 地方負担分への対応）

(億円)

Ｒ２ Ｒ３

末残高
当初 １臨 ２定 末残高

取崩 取崩 積立 取崩 （見込）

159 △107 △ 32 32 △33 19
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２ 一般分
○ 新型コロナウイルス対策分 （単位：千円）

事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

経営持続化支援緊急特別対策事業 1,486,700 ４月以降の道の要請等により幅広い事業者に影響が
費 既決充当 あることを勘案し、道として一時金を支給

現計予算額
5,100,000

（参考）道特別支援金Ａ 道特別支援金Ｂ

位置付け 道の要請により影響を受けた事業者への支援 ４月以降の要請等の影響を受けた事業者への支援

対 象 者 中小法人、個人事業者等
同左

対象業種 限定なし

・R2.11月～R3.3月のいずれかの月の対前年 ・R3.4～6月のいずれかの月の対前年

要 件 又は 前々年の同月比50％以上減少 又は 前々年の同月比30％～50％未満減少

・国一時支援金の対象とならない者 ・国月次支援金の対象とならない者

想 定 数 33,000者程度 20,000者程度

金 額 法人：20万円、個人：10万円 法人：10万円、個人：５万円

所 要 額 5,100,000 1,486,700（左記の内数）

酒類販売事業者特別支援金支給事 112,200 緊急事態措置等に伴う飲食店への酒類提供停止の
業費 影響により、売上が大きく減少する酒類販売事業者に

【新規】 支援金を支給（国月次支援金への上乗せ）

区 分 内 容 所要額

対 象 者 酒類販売 又は 酒類製造の免許を受けている事業者

・緊急事態宣言等が発令されている月（R3.5～6月）の売上が
要 件 対前年 又は 前々年の同月比50％以上減少

・国の月次支援金を受給 112,200
支 給 額 売上減少額 － 国月次支援金給付額

上 限 法人：20万円/月、個人：10万円/月

想 定 数 490者程度

飲食事業者等感染防止対策支援事 753,161 飲食事業者など対面サービスを提供する事業者が行
業費 う感染防止対策に要する経費を補助

【新規】

区 分 内 容

事 業 内 容 業種別ガイドラインに則した感染防止対策を行う事業者の支援

対 象 者 道内の中小企業者のうち、飲食事業者など対面サービスを提供する事業者

要 件 ・感染症対策eラーニングの受講 ・感染症対策計画の策定 ・道の確認

対 象 経 費 感染症対策に要する機器導入費用（換気設備、CO2センサー、非接触オーダーシステム等）

補 助 率 等 3/4以内（上限 75千円） 所 要 額 753,161

宿泊事業者感染防止対策等支援事 7,309,082 宿泊事業者が行う感染防止対策の強化等の取組を
業費 支援（国補助金の活用及び道独自の上乗せ支援）

【新規】

区 分 内 容 所要額

対 象 者 道内宿泊事業者（ホテル、旅館、簡易宿所 等）
6,940,000

対 象 経 費
・感染防止に資する物品購入等（消毒液、空気清浄機 等）

※うち道上乗せ分・接触機会低減のための経費等（テレワークスペース整備 等）
1,500,000補 助 率 1/2 又は 3/4

事 業 運 営 委託費（人件費）、事務所・什器借上経費 等 369,082

計 7,309,082
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（単位：千円）

事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

観光誘客促進道民割引事業費 19,705,289 国の新たな補助制度を活用し、道内客を対象とした

旅行商品の割引に対して支援（今後、道内の感染状況

現計予算額 が落ち着いた段階で機動的に実施）

1,974,309
＜国の補助制度＞

区 分 内 容

名 称 地域観光事業支援 （全国3,000億円）

補 助 率 10/10

対象地域 国の警戒ステージⅡ相当以下の都道府県

期 間 R3.4.1～12.31

＜事業概要＞

区 分 内 容 所要額

割 事 業 運 営 委託人件費、諸経費 等 390,974

引
旅 行 商 品

実施期間 R3.12月末まで （開始時期は感染状況等を踏まえ別途検討）

支
割 引 支 援

対 象 道内客（道内の往来に限定） 14,038,500

援 割 引 額 旅行商品の販売価格に応じて最大で半額（上限 5千円）

道 内 広 告 道内分の広告経費 80,000

クーポン発行
クーポン 地域応援クーポンの発行（上限 2千円） 4,775,000

運営委託 クーポン発行業務の委託 420,815

計 19,705,289

※ 予算計上額は、国からの内示上限額を踏まえたもの

地域公共交通事業者臨時支援事業 327,340 地域住民にとって最も身近な交通手段である乗合バ

費 スやタクシーについて、その事業継続を図るとともに、

【新規】 ワクチン接種の促進にも寄与するよう臨時的に支援

区 分 乗合バス タクシー

補 助 単 価 40千円/台 ※１社100台を上限 25千円/台 ※１社100台を上限

想 定 台 数 1,600台程度 10,000台程度

所 要 額 327,340

新型コロナウイルスワクチン個別 7,496,909 病院、診療所で実施する新型コロナウイルス感染症

接種促進事業費 に係るワクチンの個別接種促進のための支援

【新規】 （対象期間：R3.5.10～7月末）

区 分 ① 接種回数の底上げ ② 接種施設数の増加 ③ 接種体制の強化

補 助 対 象 診療所 病院・診療所 病院（特別な人員体制）

機 関 数 2,000機関程度 600機関､2,000機関程度 600機関程度

○100回/週以上実施

補 助 内 容
2,000円/回 ○50回/日以上実施 ○50回/日(週１回)以上実施

○150回/週以上実施
10万円/日 医 師:1人7,550円/時間

3,000円/回
看護師:1人2,760円/時間

所 要 額 7,496,909
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（単位：千円）

事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

自宅療養者等支援事業費 2,681,637 感染拡大に伴い、増加傾向にある自宅療養者の健康

【新規】 観察体制の強化（道及び保健所設置市分）

区 分 目 的 内 容 所要額

体 制 強 化 健康観察体制 健康観察を行う会計年度職員の増員 798,808
道 分

資機材整備 の 強 化 貸出用パルスオキシメーター、職員用ＰＣ 等 46,530
（直営）

生 活 支 援 同 左 自宅療養者への食事提供に係る費用 等 612,000

保 健所設置市分 保健所設置市 保健所設置市の健康観察体制整備に必要な経費
1,224,299

（ 補 助 金 ） の 体 制 強 化 （人件費、自宅療養者の生活支援経費）

計 2,681,637

医療機関勤務環境改善支援事業費 221,000 新型コロナウイルス感染症対策地域医療支援基金を

活用し、感染症患者の治療等に従事する医療従事者の

【新規】 勤務環境改善や向上に向けた取組を支援

区 分 内 容 所要額

対象機関 道が指定した発熱者等診療･検査医療機関 (R2に交付を受けた機関を除く)

上 限 額 病院：1,500 有床診療所：750 無床診療所：500 221,000

対象経費
・休憩室等の感染防止（サーモグラフィー、パーティション 等）

・職員のメンタルサポート（精神科医等による相談の外部委託）

生活福祉資金貸付事業費補助金 14,880,499 北海道社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の

特例貸付に必要な貸付原資等を補助

【新規】 （申請受付期限がR3年3月末→8月末に延長されたこと

に伴うもの）

＜特例貸付の原資＞

既計上額 所 要 額 差 引

28,518,520 43,399,019 14,880,499

区 分 緊急小口資金 総合支援資金

対 象 者
コロナ禍の影響による休業等で、 コロナ禍の影響で、失業等により

緊急的な生計維持を必要とする世帯 生活に困窮し日常生活維持が困難な世帯

貸付上限 10万円以内（特に必要な場合:20万円以内）
単身世帯：月15万円

最長９月
２人以上：月20万円

償還期限 ２年以内（据置１年以内） 10年以内（据置１～３年以内）

貸付利子 無利子 無利子

償還免除 償還時も所得減少の非課税世帯 償還時も所得減少の非課税世帯

負担割合 国10/10
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（単位：千円）

事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

新型コロナウイルス感染症生活 347,658 生活福祉資金の特例貸付を限度額まで借りた世帯等
困窮者自立支援金支給事業費 を対象に支援金を給付（負担割合：国10/10）

【新規】

区 分 内 容

目 的 生活困窮世帯が、新たな就労や生活保護の受給に移行する間の支援

実施主体 道（市分は各市で実施）

以下の要件を全て満たす世帯（ただし、生活保護受給世帯は対象外）

対象世帯
・生活福祉資金の特例貸付の限度額まで借りた世帯

・生活保護受給世帯に近い水準の収入で、預貯金額が100万円以下等の世帯

・公共職業安定所に求職申込をしている世帯 等

［単 身世帯］ ６万円／月

支 給 額 ［２ 人世帯］ ８万円／月 ×３ヶ月支給（申請受付：７月～８月）

［３人以上世帯］１０万円／月

所 要 額 347,658

○ その他分 （単位：千円）

事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

情報システムセキュリティ強靱化 167,496 情報セキュリティの強靱化を図るため、道と市町村
事業費 が共同利用するセキュリティクラウドを更新

【新規】
＜現行セキュリティクラウドの概要＞
区 分 内 容

概 要
道と市町村が共同してインターネット接続口を集約化
し、セキュリティ対策を高度化 ※保守期限：R3

利用団体 186団体（道、179市町村、6広域連合）

＜事業内容等＞
区 分 内 容
事業内容 設計･設定(機器構成決定 等)､テスト､移行【R4.4稼働】

負担割合 国1/2、道1/2

既定経費の減額 △ 1,397,371 感染症の拡大等を踏まえた事業の見直しや事業費
確定等に伴う減

１ 事業の見直しに伴う減 △ 504,097
２ 事業費の確定等に伴う減 △ 893,274

○ 特別会計 （単位：千円）

事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

電気事業会計 120,650 札幌国税局による税務調査において、過年度分の消
費税申告誤りを指摘されたことを受けた追加納付

区 分 内 容 所要額
工業用水道事業会計 278,140

電気事業会計 消費税等追加納付額 32,030

石狩工水への貸付金 88,620

工業用水道会計 消費税等追加納付額 278,140


